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研究成果の概要（和文）： 

本研究における関心は、競争戦略と標準化の関係にある。研究期間中、AIDC 全体の動向、

バーコードの標準化、RFID の標準化、バイオメトリクスの標準化についてそれぞれ時間をか

けて調査し、事例分析を行った。その結果、標準化に見出される戦略的な意味が事前標準と事

後標準とでは明らかに異なることが分かった。既存研究の中には、公的標準と民間標準とを区

別した研究成果が出されてきてはいるものの、公的か民間かという違い以上に重視すべきなの

が、技術普及の前か後のどちらで標準化が進められるかという点である。現在、日本に多いと

される統合型の完成品メーカーが完成品分野で収益力を落としているとされるが、こうした事

前標準化がさらに多くなることによって完成品分野での収益力にも大きな影響力を持つことに

ついて、AIDC 業界の調査をもとに明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）： 

The purpose of this research is to examine the relationship between competitive 

strategy and standardization through case studies of the de jure standard. This 

research targets Automated Identification Technologies (AIT), one of the business 

fields based on the assumption of the de jure standard and composed of the bar code, 

Radio Frequency Identification (RFID), and biometrics technologies. Each of these 

technologies have the de jure standard, making a variety of case examinations possible 

in the AIT industry.  

As a result, the difference of a strategic meaning was found between the de facto 

standard and the de jure standard. This difference has changed the timing of 

standardization. It shows that the business model is different either before or after the 

spread of technology. The final product manufacturer has decreased competitiveness in the 

final product field in Japan now. The beginning of the solution is clarified based on the 

investigation of the AIT industry. 
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 交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2006 年度 800,000 0 800,000 

2007 年度 1,100,000 330,000 1,430,000 

2008 年度 1,000,000 300,000 1,300,000 

2009 年度 500,000 150,000 650,000 

  年度  

総 計 3,400,000 780,000 4,180,000 

 
研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：経営学・経営学 
キーワード：競争戦略、競争優位、国際標準、公的標準、デファクト標準、デジュール標準、

事前標準、事後標準 
 
１．研究開始当初の背景 

近年、世界的な傾向として、欧州を中
心に技術仕様などの面で公的標準の確
立を積極的に推進する企業が増えてき
ている。一般に、ISO（国際標準化機構）
やIEC（国際電気標準会議）あるいはITU
（国際電気通信連合）のような公的な標
準化機関によって策定された公的標準
(デジュール標準)を民間企業が競争戦
略の一貫として追求する動きが多く確
認されるようになっているのである。 

これに対して、日本企業の多くは、特
定企業の技術の普及を通じて事実上の
標準(デファクト標準)を目指す動きが
少なくなかった。 

競争戦略論の研究においても、デファ
クト標準と競争優位との関係性を論じ
るものが多く見られたのだが、公的標準
をもとに自社の収益に直結させる企業
が多くなってきていることから、公的標
準と競争優位の関係性について研究す
る必要性を感じた。 

 
２．研究の目的 

本研究は、自社の技術を公的標準によ
って「公共財（パブリック・ドメイン）」
となることを志向する一方で、これによ
り利権を獲得する戦略意図の調査を進
めている。特に、こうした傾向が強く見
られる自動認識業界に焦点を当て、その
中でもバーコードの分野から調査を始
め、RFID、バイオメトリクス(生体認証)
に対して調査を進めた。最終的に、本研
究のテーマである公的標準と競争戦略
の関係についてのフレームワーク構築
を目指した。 

 
３．研究の方法 

主に、公開されている情報の収集、お
よび関係各所に対するヒアリング調査
によって集めた事例分析を進めた。以下、
各事例の概要を記す。 

バーコードでは、特に２次元バーコー
ドにおいてデンソーが「QRコード」を開
発し、2000年6月には既にISOでの認可を
受けるなど日本には先行した事例があ
る。現在はQRコードを読み取る機器（リ
ーダー）の製造と販売を主にデンソーウ
ェーブ（本社、東京）が担当しており、
リーダーの販売では国内で高いシェア
をおさえており、同社の売上構成の中で
も主要な位置づけとなっている。そのた
め、QRコードはそのシンボルの作成や利
用に関して完全にフリーにし、利益は機
器によって上げることを目指した。 

その後、多くの携帯電話でQRコードの
対応が進んだため、一般の利用も進むよ
うになる。それに伴い普及も進んだが、
普及される前にすでに標準化が進んで
いたことになる。 

普及に伴い、多くの競合相手が参入し
てきている。海外からは、シンボルテク
ノロジーやインターメックなどといっ
た強力な競合が参入し、また国内では大
手電機メーカーをはじめ、東研やウェル
キャット、アイニックスなど、業界の有
力企業が参入する。つまり、デンソーが
開発したQRコードの市場で他社と競争
することになる。 

これに対し、リーダーを販売するデン
ソーウェーブでは、QRコードを利用する
業界の中で意識的に棲み分けをしなが



ら販売活動を進めている。同社は、その
開発経緯も関係して、自動車業界、流通
業界を得意としており、同社の製品は在
庫管理の面において定評がある。また、
同社が得意とする業界以外でも、QRコー
ドならではの効用を訴求しながらさま
ざまな業界に対して販売促進を続けて
いる。例えば、コンタクトレンズ業界に
対しては、コンタクトレンズを入れる小
さなケースにもQRコードであれば貼れ
ることを訴え、業界全体への普及を進め
ている。 

また、その普及促進の方法にも同社の
特徴が見出せる。その方法とは、まず業
界を代表する業界団体にアプローチし、
QRコードを当該業界の標準コードとし
て正式に指定してもらうよう働きかけ、
その一方で同社が得意とするものづく
りの技術を生かして、当該業界の特性に
あった機器やソフトを開発するやり方
を進めている。 

先のコンタクトレンズ業界の場合で
言えば、日本コンタクトレンズ協会に働
きかけ、協会から標準コードの指定を受
けている。そのため、一度業界団体から
標準コードとしての指定を受けること
に成功すれば、その後は業界に所属する
企業からの注文を受けていくという営
業活動が可能となっている。つまり、同
社にとっての顧客へリーダーを販売す
るのではなく、業界団体あるいは業界を
管理する協会（association）を巻き込
ん だ 営 業 活 動 、 す な わ ち B to 
A(association) to Bとでも言えるかの
ような事業展開を行っている点も特徴
的である。すなわち、いきなり個々の企
業に製品を売り込むのではなく、いった
ん業界団体の方でQRコードを使うとい
う認定を得た後、それぞれの業界に適し
た製品を開発し普及させていくという、
手堅いビジネスを行っているのである。 

この手堅いという点がポイントとな
るのだが、その意味はB to A to Bとい
う連携によって完全に顧客にカスタマ
イズされており、同様の製品を開発する
競合他社に付け入る隙をあたえないと
いう部分に見出せる。 

次に、RFIDについてだが、タグ自体に
チップが埋め込まれており、このチップ
にさまざまな情報が書き込めるように
なっている。この情報を読み取るリーダ
ーとの間で無線通信を用いることによ
ってモノの識別に使われることが進め
られている。 

バーコードと異なるのは、この無線通
信という点である。タグにはアンテナが

付いておりリーダーとの間で常時やり
取りが行われているため、RFIDを商品に
つければ商品の在庫管理にも役立てら
れるだけでなく、食品などの安全性確保
の観点からますます重要性を増すトレ
ーサビリティにも対応することができ
ることになる。 

その無線通信の際に使用される周波
数は、現在UHF帯が有力なのだが、その
周波数で先行しているのが米国だ。米国
では、タグを作るメーカーであるインタ
ーメック社と国防総省を中心に世界か
ら550社を集め、国際標準を推進するた
めの専門組織EPCグローバルを2003年に
設立している。このEPCグローバルで策
定されたタグ（以下、EPCタグ）の規格
案がISO/IEC JTC1,SC31に提案され国際
標準化に向けた審議が進められた。 

RFIDの標準化については日本からも
提案が行われていた。2004年には経済産
業省と日立製作所（以下、日立）を中心
にRFIDのタグで国際標準を目指す「響プ
ロジェクト」が進められ、UHF帯でのRFID
タグ開発が進められていたのである。 

日立は当時すでに0.3mm角という世界
最小のチップをつくる技術を持ってお
り、この技術が響プロジェクトでのタグ
（以下、響タグ）の開発に活用されたわ
けだが、大きさだけでなく、タグの低コ
スト化という面においても積極的に追
求していった。その結果、先のEPCタグ
が当時１枚あたり35円というコストが
提示されていたのに対し、響タグはそれ
を大幅に下回る1枚あたり5円というコ
ストを実現させた。そして、2005年3月、
この響タグをSC31の協議の場に提案す
ることになる。 

だが、日本からの提案は、EPCタグの
審議がすでに始まってからの提案とな
ってしまい、審議を進める委員が日本側
の提案を積極的に受け入れようとの意
識には至らなかった。また、日本側が主
張する低コストについても、月産1億枚
という条件がついており、まだ本格的な
普及期に入る前でその条件を満たすこ
とは現実的ではないとの判断もあった。
その結果、2006年10月に日立はEPCタグ
に準拠することを決める。これにより、
響きタグとEPCタグとの関係性が規格間
での対立から、同一の規格内でどちらが
シェアを伸ばすかという規格内での競
争へシフトすることになった。 

だが、この事例から分かることは、「規
格争いで譲歩することによって競争の
場を得た」ということである。同社がEPC
タグに準拠するということはEPCタグを
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近年では、それぞれの技術の中でも特
に指紋認証技術および静脈認証技術の
二つが当該市場を牽引する状況となっ
ている。本研究においても指紋認証技術
で優位に立つNECの事例を取り上げた。 

支持する企業を相手にビジネスができ
るということを意味する。既述の通り、
EPCタグを支持する企業は、EPCグローバ
ル設立時点ですでに世界中から550社が
集められている。実はこの中には、世界
を代表する流通企業であるウォルマー
トや、やはり代表的な消費財メーカーで
あるP&Gなど、有力企業が多く含まれて
いるのである。 

指紋認証の技術は、もともとはNECの
持つ画像処理技術が警察庁の鑑識業務
で求められる捜査支援システムに活か
されたことから始まっている。1974年、
警察庁からAFIS（Automated Fingerprint 
Identification System、指紋照合シス
テム）についての委託研究を受けたNEC
は1980年代に実用化に成功させる。 

現在、日立ではRFIDを導入する企業向
けのソリューションビジネスを展開し
ている。同社ではRFID関連のソリューシ
ョンメニューを充実させ顧客への要望
に応えるなど、やはり先ほどのQRコード
と同様にカスタマイズへの対応で競争
優位を構築しようとしている。 

同社の技術的優位性は、遺留指紋を性
格に認識することに見出される。一般的
に指紋は、柔らかな指の表面にできる模
様（隆線）が平らなものに接触した状態
を読みとることになるので、読みとられ
た指紋はゆがんでいることになる。また、
接触した状態はその都度異なっている
ため、状態によっては部分的な指紋にな
ったり斜めになったりする場合もある。
つまり、登録した状態と同じ状態で指紋
が読みとられるとは限らないというこ
とになる。 

また、RFIDにおいては、日立が中心に
なって進めた「響タグ」のプロジェクト 

最後にバイオメトリクスだが、バーコ
ードやRFIDがモノを識別する際に使わ
れる技術であるのに対して、バイオメト
リクスはヒトを識別するという点で大
きく異なる。 

これまでは一般にヒトを識別するた
めには本人の記憶（暗証番号やパスワー
ド等）や本人の所有物（パスポートや運
転免許証等）が活用されていたが、米同
時多発テロや日本の金融機関に設置さ
れたATMコーナーでの暗証番号盗み見事
件などにみるように、本人の「成りすま
し」による大きな問題は発生し続けてい
る。その原因は忘失や紛失、盗用などが
常について回るためである。こうした問
題を回避するためには本人の身体的特
徴をもとに本人を認識する方法がもっ
とも確実であるとの判断から、米国防総
省をはじめとし、各国の行政レベルで注
目するようになり、また同時にセキュリ
ティに対する個人の関心の高まりとも
相まって、バイオメトリクスの市場は現
在拡大傾向にある。 

これに対し、NECが開発した技術は、
こうした指紋を正確に認識することを
可能とする点にその特徴が見出される。
遺留指紋のように大きく変形している
指紋での実用的な照合技術開発は、NEC
が世界初となっており、現在でもそのよ
うな照合が難しい指紋データでの認証
精度で強みを持っている。 

指紋認証技術で国際標準にするため
には、AFISを理想通りに運用するため、
米国のANSI/NISTフォーマットに準拠す
る必要があるということと、同様にスキ
ャナの仕様に関してはFBIが認定する
IQS規格に準拠する必要がある。 

NECの指紋照合技術（AFIS）は高い評
価を得ており、NIST（米国技術標準化局）
の評価するFPVTE（Fingerprint Vendor 
Technology Evaluation）で最高レベル
を獲得しており、またすでに標準化され
ている技術との互換性テストでも高い
評価を得ている。これらの評価がNECに
とって戦略的な強みとなっており、現在
この分野では仏Sagem社、米Cogent社、
米Motorola社等の競合企業がいる中、ト
ップクラスのシェアをおさえている。 

また、バイオメトリクスはさらにさま
ざまな技術分野に細分化されるという
特徴も持っている。具体的には、指紋、
静脈（掌、指）、顔、虹彩、声紋、署名
など、それぞれの認証技術分野があげら
れる。 

これらの技術の標準化に向けては、
ISO/IEC,JTC1,SC37が中心になって審議
を進めている。審議の主な内容としては、
「互換性」、「性能評価」、および「品
質保証」の三点に整理されるのだが、そ
の目的は主にバイオメトリクスを種類
によらず異なるシステム間でも相互に
利用可能となることに置かれている。 

同社は、こうした技術的背景をもとに
同社技術を導入する機関や企業に対し
て、やはり上述の事例同様にカスタマイ
ズを行っている。 
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４．研究成果 

以上、自動認識技術の分野における3
つの事例をみてきたが、これらの事例か
らは公的標準と競争優位に関しては以
下の概念フレームワークが示される。 

いずれの事例も、顧客ニーズに適応さ
せるビジネスモデルという点では、RFID
での日立、また指紋認証におけるNECに
も当てはまる。日立は、豊富なソリュー
ションメニューを用意し、さまざまなニ
ーズに対応できるようにしているが、こ
れには多くの事業分野を持つ総合電機
メーカーとして蓄積されたノウハウが
活かされている。NECにおいても同様に、
同社の公式ウェブサイト上には数多く
のソリューションメニューが用意され
ていることがわかる。 

つまり、顧客ニーズへの適応という部
分が自社の特殊性を打ち出せる領域と
いうことで共通している。重要なのは、
自社の特殊性を打ち出す部分が標準化
される部分ではなく、非標準化の領域で
あるという点である。換言すれば、非標
準化領域で顧客ニーズへの適応化を図
るべく自社としての特殊性が打ち出さ
れているということになるだろう。 

だが、さらに重要なのは、非標準化領
域で特殊性を打ち出すためには、標準化
そのものが大きな意味を持つというこ
とだ。特に、公的標準の場合には最終的
には合意形成によって標準が策定され
るといった事前標準によって進められ
るため、デファクト標準のような事後標
準の場合と比べれば、対立規格乱立とい
った事態が起こる可能性は低くなる。そ
のためこのような事前標準の推進では、
規格間での競争よりも同一規格内で競
争が展開されるというケースが多い。 

このように、同一規格内で競争が展開
される場合には、それが当該規格の採用
者の増加をもたらし、さらにはそのこと
を通じて市場の拡大にもつながるとい
う点で大きな意味が見出されよう。 

一般的に、市場が拡大されるためには
参入障壁を低くし、誰でも入りやすい状
況を構築することが大事だが、標準化が
コンセンサスによって進められるよう
な場合は参入障壁を低くする役割を標
準化そのものが担っていることも理解
されねばならない。特定の企業の収益に
直結するのではなく、コンセンサスを形
成するすべての企業が活用しやすい規
格が標準化されるため、この場合にはよ
り一層汎用性が求められることになる。 

したがって、各企業にとってはその標

準化された規格をもとに、どのように自
社の利益につなげていくかを検討しな
くてはならなくなる。それを非標準化領
域に求めていくことになるのは、以上の
ような理由があるからである。上でみた
3つの事例の場合、非標準化領域で進め
られたのは標準化された領域を活用し
ながらそれぞれ顧客ごとに個別化し、顧
客のニーズに適応化することである。標
準化を適応化するビジネスモデルとで
も言えるだろう。 

だがこの場合、このビジネスモデルに
対して適応化の部分だけが強調されて
しまうことは必ずしもビジネスモデル
全体を正確に捉えているわけではない
ように思える。上でみた事例の企業がい
ずれも標準化領域においても存在感の
ある立場にいたことは、単なる偶然では
ない。 

QRコードを開発したデンソーはもち
ろん、日立の場合は世界最小のチップを
作る技術を持ち、またNECにおいても
AFISの技術において米国の評価機関で
最高レベルの評価を受けるほどの技術
を持っている。こうした技術が自社内に
存在することが、その後の非標準化領域
において少なからず影響していると考
えることは自然である。標準化領域で交
換される技術仕様等の情報的経営資源
を多く保有することは非標準化領域で
展開される企業間競争を有利に進める
上で大事な要件と考えられるのである。 

このことを上の事例でいうならば、非
標準化領域で見られた適応化の技術は、
リーダー等の機器でいかに正確に読み
取るかという「ハード技術(H)」に加え、
読み取ったデータを高速照合する「ソフ
ト技術(S)」、さらにはそのデータを生
かし顧客の真の要望に接近させること
のできる「サービス技術(SV)」で構成さ
れていることが分かる。ハードとソフト、
さらにサービスを組み合わせるといっ
た“H×S×SV”を適応化のための技術と
するならば、これに標準化領域で用いら
れた情報的経営資源が組み合わされる
ことによって、さらに特殊的優位性を持
ったビジネスモデルが作られることに
なるだろう。すなわち、標準化を活用し
た適応化のビジネスモデルということ
になり、これが本研究の提示するフレー
ムワークとなる。 

紹介した企業が、はじめからこのこと
を意図していたかどうかは定かではな
いが、事例検証から得られるインプリケ
ーションとして提示できるのは、コンセ
ンサスによってつくられる標準の場合、
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標準化された技術をもとに、うまく顧客
に適応化させるビジネスモデルに一つ
の可能性が見出せるということである。 

こうしたビジネスモデルを描けるか
どうかは、まず最初のステップとして戦
略的なコンセンサスづくりができるか
どうかという点にかかってくるものと
思われる。 
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